
こどもの権利に関する条例（仮称）制定に

向けた意見聴取結果【こども・若者】

令和７年３月27日
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富山県厚生部こども家庭室こども政策課

資料６



意見聴取の概要（知事とのこども意見表明交流会）
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１ 意見聴取実施日
令和６年８月19日（月）

２ 意見聴取方法
対面

 
３ 対象者及び回答者数

対象者：公募に応募した小中学生
委員数：２７名（小学生９名、中学生１８名）



〈自分を大切にし、互いに尊重し合う社会の実現〉

・自分の心に素直になりながら、周りの意見を聞き、それを受け入れる。そのこと

で、自分も周りもさらに幸せになる、ウェルビーイングがもっと向上すると思う。

〈互いを認め合う社会づくり〉

・自分の意見を他人に押し付けるのではなく、互いの意見を尊重し合うことが大切

だと思う。
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主な意見（知事とのこども意見表明交流会）

・第４条２項において、「こどもは、自分の権利が他者から尊重されることと

同じように、他者の権利を尊重しなければなりません。」と規定



〈大人とこどもが意見を交流する場の設定〉

・こどもの意見を吸い上げるだけでなく、大人を交えて、実際にその意見や認識を

一致させたり、共通点を見出したりすることだと思う。

〈こどもの意見表明〉

・小さいこどもたちも意見をたくさん持っている。学校にいけないこどもや小さ

いこどもも気軽に意見を言える場を作ってほしい。
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主な意見（知事とのこども意見表明交流会）

・第１６条において、「県及びこどもの健やかな成長を支える者は、こども同

士が自ら意見を表明する機会の提供その他のこどもの社会参加を促進するた

めに必要な環境の整備を図るものとします。」と規定



意見聴取の概要（小学生～２０代アンケート）
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１ 意見聴取実施期間
令和６年12月20日（金） ～ 令和７年１月19日（日）

２ 意見聴取方法
小中高校、フリースクール等に意見募集チラシを配布するとともに、
県ホームページでも募集
インターネット上の回答フォームより回答

３ 対象者及び回答者数
対象者 ：富山県内のこども・若者
回答件数：1,000件

４ 設問内容
・回答者属性
・条例案について自由に意見を記載
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回答者の学年、年齢

回答結果（こども・若者意見聴取）

設問 回答数 回答割合

小学１～３年生 ４３ ４．３％

小学４～６年生 ７９ ７．９％

中学生 ３１６ ３１．６％

高校生 ５００ ５０．０％

高校卒業後～２０代 ３ ０．３％

その他 ３ ０．３％

答えたくない、無回答 ５６ ５．６％

計 １，０００
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意見への対応方針に関する区分

意見への対応方針

対応方針 件数

条例案への反映を検討するもの ３

条例素案にすでに記載済みのもの ５７３

条例の普及啓発にあたり参考とするもの ９８

事業の実施にあたり参考とするもの １４２

その他記載を変更しなかったもの １８４

計 １，０００
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主な意見（条例案への反映を検討するもの）

意見の内容 意見への考え方

「いじめ、虐待などあらゆる暴力を受けないこ
と。」（第４条第１項第３号）となっていますが、
近年では暴力以外の方法によるいじめが増加してい
るため、「あらゆる暴力」の部分をなくしてもよい
かと思います。

ご指摘を踏まえ、どのような規定がよいか今後検討
してまいります。

夢ばかり言わないでほしい。
夢→好きなことを見つけてorやってみたいこと
というふうに変えてほしい。

こども等からの意見聴取及び施策への反映について、
社会的養護下にあるこどもをはじめとした、様々な
困難な状況にあるこどもの意見を聴取し、その聴取
した意見に応答するために必要な措置を講ずるもの
としますとありますが、誰が困難な状況にあるこど
もに聴取するのか、ということとこどもの負担にな
らないのかが心配です。
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主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）

意見の内容 意見への考え方

権利を条例として市民に周知させることはいいこと
だと思う。
意見募集のパンフレットに書いてあることは当然守
られるべき権利なので、いつかその部分をなくして
もいい社会になってほしい。

条例素案に記載されたこどもの権利は、どれも重要
な権利であると考えており、それらの権利が守られ
るよう、施策等を進めてまいりたいと考えています。

こどもの権利は条約や日本国憲法、法律などで保護
されているが、それでも無視されているのが現状で
あるから、県レベルで細かく定義し、より手厚く保
護する仕組みは奨励されるべきだと思う。

条例案に記載されたこどもの権利は、どれも重要な
権利であると考えており、それらの権利が守られる
よう、施策等を進めてまいりたいと考えています。

こどもの権利はこどもが大きく健康に成長するため
に定められていて身体の健康だけではなく心も健康
に過ごすために必要で大切な権利だと思います。

こどもの権利は、こどもが健やかに幸せな状態で成
長していくために欠くことができない大切なもので
あると考えており、こどもの権利が守られるよう、
施策等を進めてまいりたいと考えています。

こどもの社会参加は難しい取り組みではあると思う
けれど、こどもの意見を県に取り入れていく考え方
は社会全体で年齢問わずより良く過ごせるようなも
のになっていくと思ったので良い取り組みだと思っ
た。

こども同士が自ら意見を表明する機会の提供その他
のこどもの社会参加を促進するために必要な環境の
整備を図ることは「こどもまんなか社会」の実現の
ために重要なことだと考えています。

理由もなく不利益を被るこどもに私達こどもは何も
することができないので、県がしっかりと条例を
作っていることに対して嬉しいと思った。

条例案に記載されたこどもの権利は、どれも重要な
権利であると考えており、それらの権利が守られる
よう、施策等を進めてまいりたいと考えています。
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意見の内容 意見への考え方

私達日本のこどもは、なんの不自由もなく幸せに暮ら
している人が多い。
そんな中にも、親からの虐待を受けている人、介護や
家事をすべてやらないといけないような家庭の人がい
る。
すべてのこどもたちが幸せに暮らすためには、条例は
必要だと考える。

ご指摘のとおり、様々な事情により困難を抱えるこど
もが存在していますので、困難を抱えるこどもへの支
援策に取り組んでまいりたいと考えています。

自分や周りの人の権利を守るためにも条例は大切だと
思います。
また、権利を守るために、自分たちでできることを考
えていきたいと思いました。

「こどもまんなか社会」の実現のためには、県民１人
１人がこどもの支援について関心を持ち、理解を深め
ることが大切です。
県としても、こどもの権利についての普及啓発や機運
醸成に努めてまいります。

自分の気持ちや考えを自由に言うことができ、それが
大切にされることで、自分の気持ちや考えを自由に伝
えるのも大切だけど、私は「自由」じゃなくて友達の
気持ちや考えも必要だと思う。
理由は、友達も気持ちや考えが必要だと思ったから

友人など、自分以外のこどもの権利も尊重されなけれ
ばならず、「こどもは、自分の権利が他者から尊重さ
れることと同じように、他者の権利を尊重しなければ
なりません。」の規定は、大切にしたいと考えていま
す。

いじめや虐待を受けている人のために「気軽に相談し
ても良い」ということを示すことが大切だと思った。

悩み等を気軽に相談できることが重要であることから、
第４条第１項第４号の「気軽に相談し、適切な支援を
受けることができること。」の規定は大切にしたいと
考えています。

主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）
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意見の内容 意見への考え方

自分の気持ちや考えを自由に言うことができ、それが
尊重されることは残して欲しい。

悩み等を気軽に相談できることが重要であることから、
第４条第１項第４号の「気軽に相談し、適切な支援を
受けることができること。」の規定は大切にしたいと
考えています。

あらゆる差別や不利益を受けることがないということ
は大切だから変えないで残しておいてほしい。

差別や不利益はこどもの権利を侵害するものであり、
それらを受けないことが重要であるため、当該規定は
大切にしたいと考えています。

条例に対する私の意見として、すべてのこどもや若者
が「安心して生きられる社会」を目指すことは非常に
重要です。
この条例が示す「こどもまんなか社会」は、差別や不
当な扱いを防ぎ、全員が平等に権利を享受できる社会
の実現を目的としており、共感できます。
また、意見を取り入れる仕組みを設けている点も、未
来を担う世代の声を尊重する姿勢が見られ、評価でき
ます。
このような条例が、社会全体でこどもたちを支える意
識を広げるきっかけとなることを期待しています。

こどもの支援にあたってこどもからの意見を聴取する
という考え方を大切にしたいと考えています。

主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）
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意見の内容 意見への考え方

大切な権利で、どれも大切だと思ったけど特に「安心
して過ごすことができる居場所があること」を残して
ほしいと思いました。
理由は、私たちこどもは、不安なことは周りに迷惑を
かけたくないと思い、ずっと自分の頭の中で考え悩み
ながら日々を過ごしたまには怖くなる時もあります。
そんなこどもたちが安心して過ごすことができる居場
所をつくることで、やっぱり日々の不安が解消され、
よりよい未来につながると思ったからこの権利を残し
てほしいです。

こどもの健やかな成長のためには、安心して過ごす居
場所があることは重要であるという考え方を大切にし
たいと考えています。

「愛情と理解を持って大切に育てられること」「いじ
め、虐待などあらゆる暴力や不当な取り扱いを受けな
いことや、気軽に相談し、適切な支援を受けることが
できること」は大切だから変えないでほしい。

これらのことはこどもの健やかな成長のために重要で
あり、大切にしたいと考えています。

私は、「誰一人取り残されることなく安心して夢に向
かって挑戦し、失敗しても再度挑戦することができる
よう、社会全体で温かく見守られ、支えられること」
という部分がとても大切だというふうに感じました。
価値観の変化が生まれつつあるこの現代社会の中で、
いかにこどもを守れるかが重要だと思います。ぜひ、
条例を制定するなかでそのようなことも意識してほし
いと思います。

社会全体でこどもの挑戦を見守り、支えることは重要
であり、大切にしたいと考えています。

主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）
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意見の内容 意見への考え方

「いじめや差別はやったらだめ」というところは大切
だから変えないでほしい。

いじめや差別を受けない権利は、こどもにとって大切
な権利と考えています。

「こどもが安全で安心して過ごし、色んな学び、遊び、
活動体験の機会に接することができる居場所を作りま
す」というところは大切だから変えないで欲しい。

こどもの健やかな成長のためには、安心して過ごすこ
とができる居場所や様々な体験が重要であり、大切に
したいと考えています。

いろんな障害のあるこども達も含め、楽しく、安心安
全な体験活動ができる雰囲気を作り、沢山のこどもが
参加できる居場所を作るということも条例に書いてほ
しいです。

障害があることで、正当な理由なく体験活動に参加で
きなかったり、こどもに居場所がなかったりすること
は、差別的な取扱いや不利益を受けることになると考
えられますので、こうしたことがないよう、権利が守
られるための施策に取り組んでまいります。

こどものことを考えてくれてありがたいなと思ったの
とこどもが相談しても親や学校などに情報を渡さない
相談機関を作って欲しいなと思った。

現在県が設置している各種の相談機関では、相談者の
情報や相談内容を本人の同意なく第三者に伝えること
はありません。安心して利用してください。

「こどもの意見・意志を尊重する」という条文を設け
てほしいです。大学進学など自分の将来に関して、学
校の方針で縛り付けられていると感じる場面が多いの
で、こどもたちの気持ちをできる限り尊重できるよう
にしていただきたいです。

大切なこどもの権利として、「自分の気持ちや考えを
自由に表明することができ、尊重されること。」とし
ています。この権利が守られるための施策に取り組ん
でまいります。

主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）
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意見の内容 意見への考え方

被養護者である事を理由とした不当な取り扱いを親か
ら受けないと書いてほしい。
こどもと大人は対等 自分で金稼いでから言えとか
言わないでほしい。

基本理念として、すべてのこどもには一人の人間とし
ての権利があり、個人として尊重され、その基本的人
権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けること
がないようにすることを明記しています。

条例が守られなかったときの何らかの対処法も明記し
てほしい。

こどもの権利侵害に関する事項について調査審議する
ため、富山県こども支援委員会を設置することとして
いますが、県民１人１人がこどもの意見を尊重し、こ
どもにとって最も良いことは何かを考えることが大切
だと考えています。

いじめ、虐待などの相談し、解決後も、カウンセリン
グなどの処置なども書いて欲しい。

気軽に相談できることや、医療、教育、生活への受け
ることができることを大切なこどもの権利として規定
しています。

みんなに平等に接することも大事ですが、個人差が災
いして差別やいじめにつながる可能性があるので、本
人の意思に応じて、正当な配慮を受ける受ける権利が
あってもいいのかなと思いました。

すべてのこどもが成長及び発達の程度に応じて意見を
尊重し、その最善の利益が優先して考慮されることを
条例の基本理念としています。

学校生活を快適に過ごせるような条文を入れてほしい。

こどもの権利が尊重されることによって、学校生活も
よりよく過ごせるものと考えており、こうした考えを
含め、条例の趣旨及び内容の普及啓発に努めてまいり
ます。

主な意見（条例素案にすでに記載済みのもの）



15

意見の内容 意見への考え方

この条例が制定されることによって保護者に何か変化
は起きるのでしょうか。具体的に保護者にどうするこ
とを求めているのですか。

本条例素案では、児童福祉法等の規定を踏まえ、保護
者にこどもの健やかな成長の第一義的責任を認識する
こと等を規定しています。そして、保護者はこどもの
身近な存在として、こどもが生活のために必要な習慣
を身につけられるようにするとともに、心身の健やか
な成長を図るよう努めることとしています。

「あらゆる差別や不利益を受けない」というところで、
「自分の特質」は差別されるべきではないと思うが、
自分の欠点を指摘してもらうことも重要な権利だと思
う。ただ甘やかすだけでは、その人のためにはならな
いと思う。

本条例では、家庭環境などを理由とした不合理な差別
的取り扱いや不利益を受けないことをこどもにとって
大切な権利として規定しています。

だいたいは良いと思ったが、こどもが制限なく自由に
過ごすことができるみたいなものがあるといいなと
思った。

全く無制限であることが、必ずしもこどもの最善の利
益につながらないことも考えられます。このため、条
例素案では、こどもの最善の利益が優先されることを
基本理念としています。

こどもを支えるより具体的な内容や、社会に参加でき
るとはどのような状態のことを指しているのかをより
具体的に書かれていると良いと思いました。

具体的なイメージを持っていただけるように、普及啓
発を行ってまいりたいと考えています。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

全てとても大切な権利だと思います。
権利を守るための「条例の内容を県民に知らせる」だ
けでは、納得しない人もいると思います。条例を県民
全員が自分事として捉えられるように、大切な理由な
ども追加することもあったほうが良いと思います。

自分事として考えていただくことは重要であると考え
ており、こどもを取り巻く多様な状況について、引き
続き、県民の皆さんに丁寧に説明してまいりたいと考
えています。

こどもの権利を守るために周りの環境を整えてあげる
ということが自分たちこどもにとって重要なことがわ
かったんですけど、自分たちが自分たちのために何を
すればよいのかをより詳しく簡潔に具体例を挙げても
らえば、自分も納得して生活していけると思いました。

こどもの皆さんに大事にしてほしいことなどについて
説明してまいりたいと考えています。

こどもの権利を守っていくことには賛成だが、今まで
の活動との違いが詳しくわからないので、この条例に
あるこどもの権利を守るための活動などを基本にしな
がら、もっと今までとは違う新しい活動・ルール決定
または表記を行ってほしいです。

いただいたご意見も参考に、この条例の意義や県など
の役割について周知を図ってまいりたいと考えていま
す。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

名称をこどもの権利に関する条例としているにも関
わらず、条例の根幹となる考え方である基本理念は、
「こどもへの支援は」と、こども基本法を丸写しさ
れており、結局何をするための条例なのかよくわか
らない。
丸写しするのなら、わざわざ条例を作る意味がない。
今の内容ではこども支援条例とした方がいい。
こどもの健やかな成長を支える者は、注意深く見守
るだけでいいのか。権利侵害について他にもやるべ
きことがあるのでは？
注意深く見守れとするにも関わらず、救済を申出で
きない。本当に見守るだけでいいと言いたいのか？

基本理念では、こども基本法の規定に加えて、国や
市町村と連携して社会全体でこどもを支えるための
取り組みを推進することといった、こども基本法の
基本理念にはない規定もあります。
また、１３条において、いじめや虐待など困難な状
況にあるこどもに関する相談を行うことができる体
制の充実を図ることとしており、こうした取り組み
を通じてこどもの権利擁護に取り組んでまいります。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

すべてのこどもや若者が将来にわたって幸せな生活を
送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目
指すとパンフレットに書いていますが、条例では何も
若者に触れられていません。
条例上のこどもに若者も入っているというのであれば、
18歳で親権に服さなくなるにも関わらず、保護者の定
義とも整合が取れませんし、こどもに若者は含まれる
んだと言うと民法上大人なのに過保護条例ではないで
すか？であれば、こどもの定義を18歳未満にしたうえ
で、若者のための条例を新たに作ってください。
こどもの支援の対象となるこどもの範囲は、支援ごと
に定めると言っているのに、救済の申出の対象となる
こどもの年齢は定めないのですか？若者は含まれるの
ですか？

条例を制定する趣旨は、発達途上にあるこどもの権利
が侵害されてしまえば、その後の成長に大きな影響を
及ぼすことから、そうしたことがないようにすること
にあります。
発達途上にあるかどうかについて、各人の状況を考慮
せず、一律で年齢で区切ることは必ずしも妥当でない
場合があるため、条例では年齢で「こども」を定義し
ないこととしました。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

小学２年生には難しくて分からない。
小学生・中学生・高校生で分ければどうか。

こどもをはじめとした県民に条例の趣旨内容を理解し
てもらえるよう、広報活動を行ってまいります。

こども向け版（簡単な言葉に書き換えたもの等）を作
成すると、こどもにも幅広く知ってもらうことができ
ると思いました。

この条例をあること自体初めて知ったのでもっとこど
もにも大人にも知ってもらう機会があれば条約がある
意義がより深まると思います。

こどもの権利が明確に条例として出ることによって、
こどもも人権がよりしっかりと守られる社会になって
いくと思うので良いと思いました。ただ、県民が条例
を知る機会をよりつくっていく必要があると思いまし
た。

条例についての意見というわけではありませんが、条
例を通しての取り組みとして、こどもと大人の両方が
条例について知れたり守ろうと思えたりする活動をし
てほしいです。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

・条例の内容は、しっかり「こどもまんなか社会」の
精神にのっとって作られていていいと思いました。
・ただ、こういう条例が、あまり見かけないのが残念
だなと思いました。こういうサイトにはあっても、身
近なところにあるわけじゃないので、あまり触れる機
会がなく、せっかくのいい条例、こども中心の社会を
作ろうという心が広まらないんじゃないかなと思いま
した。
・だから、この条例の一番大切な、「こどもまんなか
社会をつくろう！」という思いを、こどもにもわかり
やすく、見やすいようなデザインのポスターをいろん
なところに貼ったり、これを知らずに悩んでいる人も
たくさんいると思うので、小学校や中学校などで、
「こういうのがあるんだよ」と、知れる機会があった
らいいなと思います。
・こうやって、こどもや、若者に意見を聞くというの
はとってもいいと思います！ぜひこういう機会を増や
していただければいいなと思います。こういう機会を
作っていただき、ありがとうございました！

いただいたご意見も参考に、条例の周知にあたってど
のような方法が効果的か検討してまいります。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

この条例によってこどもたちが過ごしやすい環境にな
るならよいことだと思うが、条例を追加しても影が薄
く、あまり効果がないようにならないような対策が必
要になってくると思う。

いただいたご意見も参考に、条例の周知にあたってど
のような方法が効果的か検討してまいります。

この条例はとても大切なものだと思うので、この活動
や条例をただ知らせるだけではなくそれぞれの学校に
伝えて活動の目標にしてもらえばいいと思います。

大切な権利を守るためにも、小中学生にわかりやすく
安心できる説明だけのホームページやサイトを作り、
社会に参加することができるようになりたい。

私達こどもにとって大切な権利だと思うのですごくい
いと思いました。だから「条例の内容を県民に知らせ、
社会全体でこどもを支える取り組みを盛り上げていき
ます」とありますが、富山県に住む人達にしっかり伝
わることが大切だと思いました。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

私は若者には「思い出」を大切にしてほしいと強く思
います。この条例も将来、「高岡市にこんな条例あっ
たよね」「よかったよね。いい街になったし」などの
言葉が出るように、身近なものにしたいです。CMな
どで紹介したり、街にポスターを貼ったり、何かの条
例にちなんだ美術作品などを通して、そんな存在の
「条例」となってほしいなと思いました。

いただいたご意見も参考に、条例の周知にあたってど
のような方法が効果的か検討してまいります。

こどもは、条例や権利について受け身だったり、難し
くてわからなかったりするので、こどもが条例で定め
られていることが正しく理解できるように、こどもの
権利やこどもを守るための条例について学ぶ場を設け
たら良いと思う。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

「愛情」「理解」「自由」「大切」「安心」など、と
ても抽象的で、定義が色々あるものが、「こどもの権
利」の条件になっているので、曖昧だし、これを目指
していくというのは難しいのではないかと思った。

具体的なイメージを持っていただけるように、普及啓
発を行ってまいりたいと考えています。

こどもの視点にたった情報及び学ぶ機会の提供と書か
れているが、詳しくどのようなことをするのかをしっ
かりと書いてくれないと伝わりにくいし、実際にどの
ようなことが今までと変わるのかがわかりにくいと思
う。
学ぶ機会は今のところクロームブックがあるなど充実
していると思うので。

こどもの権利を守るためにすることが、全体的に抽象
的で具体がないとわからないのではないでしょうか。

「こども」の定義が曖昧になっているので、どこまで
が・どんな人が「こども」となっているのかを付け足
せばいいと思う。

年齢によって「こども」を区切った場合、対象年齢を
超えたことで、本来必要なサポートが途切れてしまう
可能性があります。このため、本条例案では「心身の
発達の過程にある者」を「こども」とし、支援ごとに
対象となる範囲を定めることとしています。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

具体的なことが書いていない。例えば、いじめがあっ
たとき、「適切な支援を受けることができること」と
あるが最低限どのように意見を述べるべきだと考えた。

具体的なイメージを持っていただけるように、普及啓
発を行ってまいりたいと考えています。

条例の前文などの内容が複雑で難しい部分があるので
もう少し簡潔にこどもでもわかるようにしてほしい。
富山県こども支援委員会で行われたことをホームペー
ジなどで公表してほしい。

こどもの皆さんにもわかりやすい普及啓発を行ってま
いりたいと考えています。
また、こども支援委員会についても適切に情報発信を
行ってまいります。

命を守ることを一番最初に書いてほしいです。命が一
番大事だと思うからです。

命が守られることは大切な権利であり、その重要性に
ついても普及啓発を行ってまいりたいと考えています。

必要性がわからない。

この条例は、いじめ、虐待などこどもを取り巻く状況
が厳しさを増しているにもかかわらず、こどもが権利
を侵害されていると理解できなかったり、自ら助けを
求めることができないことなどを踏まえ、こどもの負
担感や孤立感を社会全体で解消し、こどもの権利が守
られる環境づくりを進めるために規定するものです。

多様性の社会に対して、このような条例を作ることは
とても素晴らしいことだと感じますが、具体的な解決
につながるのかやこどもの気持ちの押し付けになって
いないかなど不安な部分があります。

いただいたご意見も参考に、この条例の意義などにつ
いて周知を図ってまいりたいと考えています。

自分の気持ちや考えを自由に言うことができ、それが
大切にされることはときとして人を傷つけることにな
ると思います。言わないほうが自分にとっても良いこ
ともあります。

条例では、自分の権利が他者から尊重されることと同
じように、他者の権利を尊重することも規定していま
す。

主な意見（条例の普及啓発にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

僕は中学１年生の生徒です。たしかにこどもの権利を
守る条例は本当にいいと思います。
ですが今は新型コロナウイルスや、物価高騰などで、
今までの生活ができない人もいます。
条例を作りこどもの権利を守ることは本当にいいです
が、お金がなくて病気や飢えに苦しむ人が条例を見て
も何も思いません。
条例の中に不自由なく生活ができるということをもっ
と具体的にすれば僕はいいのではないかと思います。 県としても、本条例の基本理念やこどもにとって大切

な権利が守られるよう、施策等を検討してまいります。こどもみんながたくさんの体験や学びの機会を得られ
るようにこどもを優先したり、こどもがいる貧しい家
庭をしっかり支援することを明記してほしい。

家庭環境に問題があったこどもや、受けているこども
に対しての適切な支援と必要であれば保護を行い安全
な環境で育っていくことができるようにしてほしい。
こどものみならず親に問題があった場合も対処法や、
カウンセリングを行ってほしい。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

近年虐待やいじめが増えてきているので、相談できる
環境を作っていくべきだと思う。
また、いじめが発見されたら、いじめられているほう
を相談するのではなく、いじめているほうも話を聴い
てあげたほうが良いと思う。いじめているのには、何
らかの理由があるから精神面で何かしらの不安がある
から。

「相談者が安心して相談できるよう、必要な環境の整
備を図る」（第１３条）としており、ご指摘を踏まえ
検討してまいります。

「気軽に」相談できるようにする…私達にとっての気
軽の基準と条例を作る大人たちにとっての気軽は違う
ような気がします。
条例を作る前に相談しやすい体制をもっとちゃんと整
えてほしいです。

こどもの権利を守るためにこどもが安心して相談でき
るようにしこどもに寄り添ったきめ細かな支援を行い
ます。
とありますがいじめを受けている子や少しの不安を抱
えている子はあまり周りの人に相談しにくいと思いま
す自分だったら多分心配させたくなくて（おおごとに
したくなくて）言わないと思います。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

この条例素案が施行された場合、富山県議会及び富山
県内の市区町村はこれまで以上にこどもたちに対する
いじめや虐待の阻止やケア、地域での安全など行政面
での施策をしていくことが義務となります。
少なくとも小中学校、高等学校でいじめの発生をなく
す、大人たちが見えない人間関係のトラブルをなくす、
そういったことを積極的に施策にしていっていただき
たいです。

安心して相談してもらえるよう、必要な環境整備に努
めてまいります。

いじめや家庭内の問題は気軽に話せるものではないと
思うし、学校で配られる相談ダイヤルのカードも使っ
ている人が見たことがないです。だからといってなく
せと言っているわけではないのですが、もう少し他に
できることはないのですか。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

こどもが意見を直接言う場をもっと増やしてほしいで
す。私は今年、ある意見表明交流会に参加しました。
その中でいろいろな生徒の意見や思いを実際に聞くこ
とができました。インターネットで意見を募集するこ
とも大切ですが、実際に対面して大人がこどもの思い
を聞き入れることが一番大切だと思います。こどもの
隠れた思いをに耳を傾けることが大人の務めだと思い
ます。できない理由を探す大人よりもこどもの思い聞
く大人のほうが私は素敵だと思います。

いただいたご意見も参考に、こどもによる意見の表明
方法について検討してまいりたいと考えています。

最近では、学年が上がるにつれて、政治や公共につい
て考える機会が多くなってきました。部活動や学校活
動といった充実の他にも、我々こどもの意見がもっと
県政に反映してもらえるような環境があると嬉しいと
思います。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

私は、今の条例案に山形県遊佐町のように少年議会を
設置するような仕組みを加えたら良いのではないかと
思います。
なぜなら、この条例ではあくまで「子どもの意見を大
切にする」と書いてあるだけで、実際に前提として声
をまず聞いてもらえるのかが明確にされていません。
そのため、定期的に小中高生の意見を取り入れるため
の機関として都道府県単位として初の少年議会を設置
してほしいただきたいです。

現時点の条例素案では、「こどもの支援を実施するた
めの計画又はこどもの支援のための施策を策定し、実
施するに当たっては、こども等の幅広い意見を反映さ
せるため、こども等からの意見を聴取するものとしま
す。」（第１４条第１項）としており、こどもが意見
を表明する機会を確保してまいります。

外からでは見えない人体の不自由があっても、誰もが
同じように教育を受けられたり支援を受けられたりで
きるようになったらいいと思う。

教育基本法にのっとり、教育の機会を確保することを
条例の基本理念としており、施策実施の際の重要な視
点であると考えています。

いいとは思うが守れているかを判断したりするのが難
しいと思う。

いただいたご意見も参考に、実効性ある条例となるよ
う、県民、事業者への普及啓発等にに取り組んでまい
りたいと考えています。

こどもの権利を保障するという考えはとても良いと思
います。
しかし、この条例ができてもいじめや暴力が減るとは
限らないので意味はあるのかなと思いました。

条例が制定された後も、県民１人１人がこどもの権利
を尊重する気運が醸成されるよう施策を進めてまいり
ます。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

「安心して過ごすことができる居場所があること」と
いうことが大切にされていると書かれていますが、居
場所がないと感じているこどもたちに、どのようにし
て居場所を提供しようと考えていますか？また、居場
所が各自の家庭であるべきだとお考えですか？

条例素案では、保護者にこどもの健やかな成長の第一
義的責任があると規定し、県や学校関係者にもこども
の成長を見守り、心身の健やかな成長を図るよう努め
ることとしています。（第７条）
このため、例えば、県では、こどもの居場所づくりに
関する事業として、こども食堂やフリースクール等の
こどもの居場所に対する支援を行っています。

「安心して過ごすことができる居場所があること」に
ついて、権利としていいと思うのですが、居場所があ
るかないかは権利ではなく周りの環境とか人によるも
ので、ある意味もう決まっていることなのではないか
と思ったのですがどうですか？
安心して過ごせる場所を作る取り組みにはどのような
ものがあるのでしょうか。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）

意見の内容 意見への考え方

色々な理由で学校に行けない人とかにも心の支援を
行ってほしい。
自分が孤独にならないような支援をしていただきたい
自分がほかの人に遮られないような支援を行ってほし
い。

相談支援体制の充実（第１３条）や、こども等からの
意見聴取及び施策の反映（第１４条）などを進めてま
いります。

見守られすぎるのもプレッシャーです。

すべてのこどもが安全で安心して過ごせる居場所づく
り（第１６条）を進めてまいります。ニュースなどを見ているとこどもの権利が当たり前に

無視されていることが多々あるのでこども一人一人に
問題が起きる前に寄り添っていくべきだと思う。
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意見の内容 意見への考え方

SNSの制限を完全にはしないでほしいです。
理由は、インターネットは良くも悪くも様々な意見を
社会人として自立する前に、見て、感じられる貴重な
場だと思っているからです。
また、情報を入手し、情勢などを知ることができる、
戦争や差別といったリアルな部分を感じ、道徳的な心
を養うことのできる場でもあると思っているからです。

こどもは、大人と同様に権利の主体であると同時に、
権利侵害はその後の成長に大きな影響を及ぼします。
こどもの意見を尊重しつつ、「こどもにとって最善の
利益」は何かについて、社会全体で考えていくことが
重要だと考えています。

主な意見（事業の実施にあたり参考とするもの）
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意見の内容 意見への考え方

11才以上は、選挙をできるようにしてほしいです。
理由は、６年生では、もう政治の勉強を行っています
自分の中では、富山県にとっても自分にとっても政治
は大切だと思いますしこどもが選挙することで政治の
勉強ができます。
なのでこどもも政治に参加したらいいと思います。

選挙年齢は法律により全国一律で定められているため、
県独自での変更は困難ですが、こどもの支援のための
計画や施策の策定・実施にあたり、こどもからの意見
を聴取する（第１４条第１項）など、こどもが意見を
表明するための機会を設けてまいります。

僕はこどもの選挙に関する条例を作って欲しいです。
現在、富山県では収まらず日本全体で投票率が下がっ
ています。
それにもかかわらずネット等で政治に文句を言う人が
たくさんいます。
僕はその理由を、こどものうちに政治に参加していな
いからだと思います。
6年生の時点で政治について勉強しています。
こどもは政治について学びたてなため大人よりも関心
が大きいと思います。
その関心を無駄にしないようにしてほしいです。

主な意見（その他記載を変更しなかったもの）
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主な意見（その他記載を変更しなかったもの）

意見の内容 意見への考え方

近年、こどもに関するいじめや差別などが多発し、こ
れらの防止・解決が叫ばれる中、こどもの権利を条例
という形で分かりやすく示すことは、とても大切なこ
とだと思います。
条例の全文を拝見したところ、19条-富山県こども支
援委員会という項目を見つけました。委員会は5人以
下の"こどもの権利に関し優れた識見を有する者"で構
成されると記載されていますが、こどもの権利を尊重
する本条例の趣旨に基づいて、「こどもを委員会のメ
ンバーに含むこと」を明示することを提案します。理
由として、"識見を有する者"のみで構成された場合、
既存の委員会でも同様の事を行える場合があるためで
す。

こども支援委員会（仮称）では、こどもに関する専門
知識を有する方が議論することによって、こどもにち
とって最もいいことは何かを検討することが重要だと
考えています。
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１ 意見の半分以上が条例の趣旨内容について賛同を示す意見や、こどもにとって大

切な権利（第４条）など、特定の条文を残してほしいという意見だった。

２ 一方で、条例は規範を示すものであるため、普及啓発活動や事業を実施する際に

は、条例の趣旨や内容をわかりやすく説明することが重要だという指摘も多かった。
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